
志田雄一郎
編集・発行:立憲民主党・無所属クラブ
住所:新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所５階
電話:03-5273-3555 FAX:03-3209-1077

区議会レポート
2020年 盛夏

（しだ・ゆういちろう）1967（昭和42）年新宿区生まれ。現在6期目。

①保育園の新入園児保護者の育児休業延⾧について
～新入園児の保護者の育児休業からの復職延期を年度末まで認めてほしい～
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⇒ 現在は、育児休業からの復帰を9月1日まで延⾧可能としているが、
育児休業からの復職の場合利用調整基準の加点がなく、結果的に入園が
待機となっている。
 育児休業からの復帰の時期を年度末まで延⾧することは難しいが、
新型コロナウィルス感染症への対応に取り組み、保護者に早めに方針を
告知する。

答弁（子ども家庭部）

　
 区民、事業者や各種団体からご相談やご要望を受け、下記４点（①～④）の質問をしました。

環境建設委員会、オリンピック・パラリンピック文化観光等特別委員会に所属。

 身の回りや地域でのお悩みはありませんか?その一つ一つを解決した積み重ねが
街をよくするとの思いで活動しております。お気軽にご連絡ください。

◎令和二年 第二回定例会（6/10～6/19）会派代表質問（志田担当分）
【新型コロナウイルス感染症に対する諸施策について】

　各区が育児休業の延長の決定を行ってから、感染拡大の状況を受けて、さらに育児休業延長の

措置を行う区が出てきました。目黒区、練馬区が7月31日まで、中野区、豊島区が8月1日まで、

足立区、葛飾区が10月1日までそれぞれ延長を決めています。

　再び緊急事態宣言が発令されることを心配する声も多く、区が早急に決断しなければ職場との

調整がうまく出来なくなる方もいると思います。

　そこで本区としては、新入園児保護者の育児休業延長について今後の感染の状況を見極めなが

ら小出しに判断するのではなく、思い切って今年度中の延長については内定を維持出来る措置を

取るべきとの提案をしました。これまでにも登園日数に応じた保育料減免などの対応が検討され

ましたが、もう一歩育児休業延長について保護者に寄り添った対応をすべきと思います。
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②DV被害、児童虐待について
～DVや児童虐待の相談体制の現状と被害者の身の安全を守るための取り組みは、
どのようになっているのか?～

⇒ ＤＶについては、相談ダイヤルにより対応しており、必要に応じて面談や各種手続きの同
行支援等も行っている。
 児童虐待については、子ども総合センターと子ども家庭支援センターが対応しており、
通報後48時間以内の家庭訪問を確実に実施し、安全確認を行っている。
 緊急時の保護が必要な場合などは、児童相談所とも連携し対応している。 
 また、虐待等が懸念される家庭については、学童スタッフや民生委員の
見守り、支援センター職員の家庭訪問等による定期的な状況把握をしている。

答弁（子ども家庭部）

③地域医療を守るための支援策について
～地域医療を守るため、経済的影響を受けた医療機関に対して支援策を検討すべき～

⇒ 区内の医療機関においては、感染を警戒し受診を控える方が増加しているため「経営が厳し
い」との声を聞いている。
 区としては『店舗等家賃減額助成事業』など、様々なセーフティーネットの活用により、地域
医療及び医療従事者の支援をしていきたいと考えている。
 国の施策では補正予算において、新型コロナウィルス感染症に伴う医療関連への支援として、
重症や中等症患者を受け入れた病院の「診療報酬加算の特例対応」「感染症対応従事者へ慰労金
の支給」等を今後行っていく。

答弁（健康部）

④新規創業者への支援について
～新規創業者（本年1月～3月に創業された事業所等）を区としてもしっかりと支え
る施策を検討すべき～
（※草加市では、市独自で「創業者向け持続化給付金」を支給している）

⇒ 国は第二次補正予算において、持続化給付金の対象を「今年1月～3月末までに創業した新規
創業者」へ拡大した。
 このため、区独自の給付制度は、実施予定なし。
 区としては『店舗等家賃減額助成事業』を実施するとともに、今定例会で成立した『文化芸術
復興支援事業』を実施していく。

答弁（文化観光産業部）

　立場の弱い配偶者や子どもに暴力の矛先が向かうことを何としても止めなくてはなりません。

社会状況が不安定になるとＤＶや虐待が増える傾向にあります。暴力をふるう加害者が在宅して

いて電話相談も出来ない状況も加味し、ＤＶや児童虐待を未然に防ぐ対策、早期発見し身の安全

を守るための必要な措置を講ずるべきです。


